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ゴミ処理運搬業務委託契約書（案）

仙北地域振興局長 草彅 郁雄（以下「発注者」という。）と、○○○○○○○○○○○○（以

下「受注者」という。）との間に、ゴミ処理運搬業務に関し次の条項のとおり委託契約を締結す

る。

第１条 発注者は、鎧畑ダム管理事務所で発生するゴミ処理運搬等の業務を受注者に委託し、受注

者は、これを受託するものとする。

第２条 ゴミ処理は次のとおりとする。

ア 燃やせるゴミ １式

イ 不燃ゴミ １式

ウ 資源ゴミ １式

第３条 前条のそれぞれの運搬処理は次のとおりとする。

ア 燃やせるゴミ ５１回／年

イ 不燃ゴミ ５１回／年 祝祭日除く毎週金曜日

ウ 資源ゴミ ５１回／年

第４条 この契約による履行期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

２ 発注者は前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算に

おいて、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を変更又は解除

することができる。この場合において、受注者は解除により生じた損害の賠償を請求することが

できない。

第５条 委託料は、○○○○○円とする。（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額○○○円）

２ 受注者は、委託業務完了後、報告書を発注者に提出するものとする。

３ 発注者は、前項による報告書を受理したときは、速やかに検査確認しなければならない。

４ 受注者は、前項の検査に合格したときは、検査した分の委託料を発注者に請求するものとす

る。

５ 発注者は、前項の委託料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から３０

日以内に受注者に対し委託料を支払うものとする。

第６条 契約保証金 ○○○○円（※納付の場合）

秋田県財務規則第１７８条第○号の規定により免除（※免除の場合）

第７条 受注者は、発注者に対して本業務の状況を毎月書面をもって報告するものとする。

第８条 受注者は、発注者が受注者に委託する本契約によって生ずる受注者の権利義務を第三者に

譲渡することができない。

第９条 発注者は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除するこ

とができる。

(1) 受注者がこの契約に違反したとき。

(2) 受注者の委託業務の処理が不適当と発注者が認めたとき。
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(3) 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき。

(4) 受注者の役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条においては同じ｡)

が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

対策法」という｡)第２条第６号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という｡)

であると認められるとき。

(5) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ｡)

又は暴力団員が、受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

(6) 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(7) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。

(8) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

２ 前項第１号及び第４号から第８号までの規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、

契約金額の１０分の１を違約金として発注者に支払うものとする。この場合において受注者が契

約保証金を納付しているきは、発注者はその契約保証金を違約金に充当できるものとする。

３ 第１項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償を請求

することができない。

第10条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。

第11条 発注者及び受注者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

第12条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが

協議して定めるものとする。

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、発注者受注者両者記名押印のうえ、各

自その１通を保有するものとする。

令和 年 月 日

発注者 秋田県大仙市大曲上栄町１３番６２号

仙北地域振興局長 草彅 郁雄 印

受注者 ○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 印


